
 携帯電話 （　　　　　）　　　　　　　－　　　　　　　　

 固定電話 （　　　　　）　　　　　　　－　　　　　　　　

 FAX （　　　　　）　　　　　　　－　　　　　　　　

20260301

取扱店コード

取扱店名

担当者名

当
社
使
用
欄 お客様番号

受付担当

登録担当

年　　月　　日

年　　月　　日

□金融機関口座からの自動引落 □ クレジットカード (※「ご契約者名」と同一名義に限ります。)

※ 天候・輸送状況などにより、SIM・通信端末器をご希望の利用開始日までにお届けできない場合があり
ます。余裕を持ってお申し込みください。

※ 記入がない場合は、当社で最短利用開始日を設定します（宅配便で離島へお届けの場合、当社で申込
書を受領してから、SIM・通信端末のお届けまで、最大 5日ほどかかります）。

専用申込書

私は、御社のインターネットサービス「SYNAPSE」に加入したく、「シナプス利用規約」「シナプス・
WiMAX 利用規約」「シナプス・WiMAX 重要事項説明書」「SYNAPSE プライバシーポリシー」「シナ
プス個品割賦販売契約約款」および支払い条件に同意のうえ、以下の通り申込みます。 申込日 年 日月

株式会社シナプス 行

年 月 日

ご契約者名
組織・団体の場合は

正式名称

ご住所
〒（　　　　　－　　　　　）　

〒（　　　　　－　　　　　）　

代表者名
個人名義の場合は
記入不要です

フリガナ

フリガナフリガナ

担当者名
個人名義の場合は
記入不要です

生年月日
組織・団体の場合は
担当者様の生年月日

［オプション］　□ Type-C ACアダプタ*2

［オプション］　□ Type-C ACアダプタ*2

電話番号

連絡用メールアドレス

通信端末

申し込みプラン

案内・ご注意点

代表者印
組織・団体の場合のみ

大正・昭和
平成・西暦

部署

*1 通信端末は当社指定品です。当社で開封・SIMカードの装着・通信試験を行ったうえでお届けします。
*1 「シナプス個品割賦販売契約約款」に則り、36 回分割でのお支払いとなります。
*2 端末オプション品は、一括でのお支払いとなります。

□ ［ モバイルルーター ］ Speed Wi-Fi 5G X12（白）*1

□ ［ モバイルルーター ］ Speed Wi-Fi DOCK 5G 01（黒）*1

□ ［ ホームルーター ］ Speed Wi-Fi HOME 5G L13（白）*1

□ シナプス・WiMAX +5G

2 週間無償お試し □ 希望する □ 希望しない

□　シナプスご契約住所
□　上記以外のご住所（法人様のみ） ※下欄にご記入ください ※法人様お申し込みの場合のみ、ご契約者の支店・営業所等の関係先を設定できます

□ お申込みのシナプス取扱店担当者またはシナプスの担当者より受取 □ お申込みのシナプス取扱店の店頭で受取
□ シナプス・ステーション（鹿児島市中央町）の店頭で受取 □ その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　宅配便（下記に発送先をご記入ください）

FAX送付先 099-812-8113

年 月202 日

契約者様情報

申込内容

お届け方法

利用開始日

支払方法



重要事項説明書 
 

ver.20260520 
 

① サービス名称 「シナプス・WiMAX +5G」 □ 

② サービス運営元 「シナプス・WiMAX +5G」は、シナプスを運営する株式会社シナプスが UQ コミュニケーションズ株式会
社、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社との提携により提供するサービスです。 

□ 

③ サービス内容 ・ 据置型のホームルーター、可搬型のモバイルルーターといった通信端末を用いて「au 4G LTE」「au 5G」
「WiMAX 2+」3つの高速ネットワークに接続するモバイル通信サービスです。 

・ 本サービスはベストエフォート方式を採用しているため、お客さまのご利用機器、電波の状態、回線の混
雑状況、利用地域等により、通信速度が異なります。 

・ 通信端末のボタンを押すもしくは、スマホアプリから下記モードを切り替えることで、さらに広いエリア
で利用できるプラスエリアモードオプションを利用できます。 

モード 月間通信量 

スタンダードモード 無制限 

プラスエリアモードオプション 30GB 
 

□ 

④ 月額利用料金 下記 A〜C の合計額が月額利用料金となります。 
【A】通信料 

費目 月額利用料金 詳細 

スタンダードモード 
4,500円 

（税込 4,950円） 
 

プラスエリアモードオプション 
1,000円 

（税込 1,100円） 

・ 未利用の時は 0円 
・ 月内一度でも本モードを利用すると全額課金 
・ au・UQ の携帯・スマホ利用かつセット割申し込
みで 0円 

 
【B】通信端末代 ※通信端末は下記のいずれか 

費目 月額利用料金 詳細 

（ホームルーター） 
Speed Wi-Fi HOME 5G L13 

870円（税込 957円） 
 X 

 36回払い 

・ 実質支払総額：25,740円（税込） 
・ 36回分割後の月額は、957円（税込）だが、
表 C の「WiMAX割」の適用により実質 715
円（税込）となります 

・ 分割支払中の解約時は、割引きなしの残額を
一括で請求いたします。 

（モバイルルーター） 
Speed Wi-Fi DOCK 5G 01 

1,000円（税込 1,100円） 
X 

 36回払い 

・ 実質支払総額：30,888円（税込） 
・ 36回分割後の月額は、1,100円（税込）だが、
表 C の「WiMAX割」の適用により実質 858
円（税込）となります 

・ 分割支払中の解約時は、割引きなしの残額を
一括で請求いたします。 

 
 
【C】その他 

費目 月額利用料金 詳細 

WiMAX割 -220円（税込 -242円） ・ 新規利用開始から 36か月間 

※ 上記とは別に、シナプス・WiMAX 1回線ごとに「ブロードバンドユニバーサルサービス料」「電話ユニバ
ーサルサービス料」「電話リレーサービス料」が必要です。これらに関する制度の概要および最新の料金
は、シナプスホームページでご確認ください。 

□ 

⑤ 提供エリア 「シナプス・WiMAX +5G」は、全国でご利用いただけます。 
詳細なサービスエリアマップは下記 URLのサイトからご確認いただけます。 
https://www.synapse.jp/menu/mobile/wimax/ 

□ 

 



⑥ 初期費用 費目 費用 備考 

SIM 発行手数料 3,000円（税込 3,300円） ・ 契約 ID登録料 不要 

クレードル 5,500円（税込 6,050円） 
・ Speed Wi-Fi 5G X12用 
購入の場合のみ 

Type-C ACアダプタ 3,000円（税込 3,300円） 
・ Speed Wi-Fi 5G X12 
・ Speed Wi-Fi DOCK 5G 01 
購入の場合のみ 

 

□ 

⑦ 申込方法 1. 個人名義・法人名義を問わずお申し込みいただけます。 
2. 当社が別途定める場所で承ります。 
3. 申込を承諾したときは、お客さま登録証を発行します。 
4. ご契約内容（名義・住所・連絡先等）に虚偽があった場合、停止中または退会済みによる未払料金があ

る場合等、当社独自の審査基準によりお申し込みをお断りする場合があります。 

□ 

⑧ 利用の制限 ・ スタンダードモードでご利用いただく場合、月間の通信量に上限はありません。 
・ プラスエリアモードオプションでの当月の送受信の通信量の合計が 30GBを超えた場合、当月末までの通

信速度を送受信最大 128kbps に制限します。 
・ ネットワークの混雑回避のため、一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯

の通信速度を制限する場合があります。 
・ サービス品質維持・設備保護のため、24時間以上継続して接続している通信を切断する場合があります。 

□ 

⑨ シナプス以外の提携
事業者が行う割引 
（au スマートバリュ
ー、自宅セット割イ
ンターネットコー
ス） 

・ シナプス・WiMAXと au もしくは UQ モバイル（提携事業者）の携帯電話をご利用の場合、携帯電話の月
額利用料割引の適用を受けることができます。 

・ 割引の適用を受けるには、提携事業者の割引に対応した料金プランをご契約いただく必要があります。ま
た、ご契約いただいた料金プランにより割引額が異なる場合があります。 

・ 本サービスの解約や、非対応の携帯プランへ変更された場合や提携事業者が定める割引の条件を満たさな
くなった場合、または割引の条件等が変更された場合は、提携事業者が実施する割引の適用が終了する場
合があることをあらかじめご了承ください。 

・ 提携事業者が実施する割引の申し込みは原則、お客さまにて提携事業者に直接お手続きいただく必要があ
ります。 

□ 

⑩ 通信端末の故障と対
応 

・ シナプスでは、申し込みから 1年未満の通信端末の自然故障について、無償での交換・修理対応を受け付
けます。 

・ 申し込みから 1年を経過した通信端末の故障については、au・UQモバイルの店頭で故障修理対応を受け
付けます。 

□ 

⑪ 個人情報の扱い 当社は「シナプス・WiMAX +5G」を提供するために必要なお客さまの情報を提携事業者である JCOM 株式会
社・KDDI 株式会社・沖縄セルラー電話株式会社・UQ コミュニケーションズ株式会社と共有します。 

□ 

⑫ 申込内容・料金支払
いのご確認 

「ご契約登録証」をご確認ください。 
□ 

⑬ 損害の賠償 本サービスが利用できない状態にあることを当社が知って以降、その状態が連続していた 24時間ごとを 1日
と換算して、その日数分の月額利用料金を限度に損害を賠償します。 

□ 

⑭ オプションサービス
の扱い 

プラスエリアモードオプションは、当社への申し込みの手続きなど必要なくご利用いただけるオプションとな
っています。 

□ 

⑮ 初期契約解除に関す
る説明 

初期契約解除制度の対象となります。 
1. 利用開始日から起算して 10 日を経過するまでの間、電話連絡により本契約の解除を行うことができま

す。シナプスサポートまでご連絡をお願いします。 
2. この場合、お客さまは損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。 
3. ただし、本契約と同時にキャンペーンに申し込んだ場合、本契約の解除に伴い別途定める手数料が発生す

る 場合があります。 

□ 

⑯ 解約の連絡先・方法 お客様サービスカウンターからお手続き、もしくはシナプスサポートセンターへご連絡ください。 □ 

⑰ お問い合わせ 「シナプス・WiMAX +5G」に関するお問い合わせは、シナプスサポートセンターにご相談ください。 □ 

 

サービス提供 

株式会社シナプス 
鹿児島市中央町 6-1 お問い合わせ 

サポート 

シナプスサポートセンター 
099-813-8699 
support@synapse.jp 
年中無休 9:00-21:00 

オンライン 
でのお手続き 

お客様サービスカウンター 
www.synapse.jp/sc/ 



シナプス個品割賦販売契約約款 
 
株式会社シナプス（以下「当社」といいます。）は、パソコン及びその付属品または周辺機器（当社が指定するものに限り
ます。以下合わせて「商品」といいます。）の販売について、この個品割賦販売契約約款（以下「本約款」といいます。）を
定め、本約款に基づき当社は購⼊者と、商品の割賦販売に係る契約（以下「個品割賦販売契約」といいます。）を締結しま
す。 
 
第１条（申込条件） 
当社は、購⼊者が、当社のシナプス利⽤規約に定めるシナプスの契約者及びシナプスの利⽤者、もしくは個品割賦販売契
約の申込みと同時にシナプスへの加⼊申込みをする者である場合に限り、個品割賦販売契約を締結します。 
 
第２条（契約の申込⽅法及び承諾等） 
購⼊者は、個品割賦販売契約の申込みをするときは、本約款を承諾の上、当社所定の⽅法により⾏うものとします。 
２ 当社は、次の場合には個品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。 
（1） その申込みをした者が、シナプス利⽤規約に定めるシナプスの利⽤料⾦等の⽀払いを現に怠り、または怠る恐れが

あるとき。 
（2） その申込みをした者が、シナプス利⽤規約第 10 条に定める利⽤の停⽌に該当するとき。 
（3） その申込みを承諾することが、当社の業務の遂⾏または技術上著しい⽀障があるとき。 
（4） その申込みの際に、虚偽の事実の記載、誤記、または記⼊漏れがあったとき。 
（5） その他当社が不適当と判断したとき。 
 
第３条（契約の成⽴時点） 
個品割賦販売契約は、当社が購⼊者からの個品割賦販売契約の申込みを承諾した旨を、購⼊者に通知した時をもって成⽴
するものとします。 
 
第４条（商品の引渡し及び所有権の移転） 
商品は、個品割賦販売契約成⽴後に当社から購⼊者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の
所有権が当社から購⼊者に移転するものとします。 
２ 商品の所有権の移転前においては、購⼊者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、⼜は転売することができないものと
します。 
 
第５条（賦払⾦の⽀払期⽇・⽀払⽅法） 
購⼊者は、賦払⾦を、当社のシナプス利⽤規約第 13 条に定める料⾦の⽀払期⽇・⽀払⽅法にて、当社に⽀払うものとしま
す。なお、賦払⾦の⽀払開始の前後にかかわらず、当社のシナプス利⽤規約に定める利⽤契約を個品割賦販売契約にかか
る債務の完済前に解約した場合、個品割賦販売契約は有効に存続し、未払分の賦払⾦の合計を直ちに当社に⽀払うものと
します。 
 
第６条（契約事項の変更） 
購⼊者は 当社に届け出た⽒名、住所または連絡先などの変更をした場合は、速やかにその旨を、当社所定の⽅法により、
当社へ通知するものとします。 
２ 購⼊者は、前項の通知がないために、当社からの通知⼜は送付書類等が延着⼜は不到達となっても、当社が通常到達す
べきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。 
 
第７条（割賦債権の譲渡） 
当社は、購⼊者に対する個品割賦販売契約に基づく債権をその他第三者に譲渡することがあります。この場合において、
購⼊者は、当該債権の譲渡及び当社等が購⼊者の個⼈情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。 



 

【割賦販売業者の名称及び住所】 【問い合わせ・相談窓⼝等】 

株式会社シナプス 
⿅児島県⿅児島市中央町 6-1 

シナプスサポートセンター 
TEL：099-813-8699 
FAX：099-812-8110 
support@synapse.jp 

（年中無休 9:00 - 21:00） 

シナプス・ステーション 
⿅児島市中央町 6-1 

シナプスビル 2F 
（年中無休 10:00 - 19:00) 

 
 
実施 2018 年 7 ⽉ 1 ⽇ 




